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令和２年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業 
（工場等におけるエネルギーの使用状況及び管理実態に関する調査事業） 

 
調査報告書 

 

第１部 調査の概要 

 

第１章 概要 

 

１．１ 調査の目的と内容 

エネルギーの使用の合理化等に関する法律（以下「省エネ法」という。）に基づき指定を受け

た特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者及び管理関係事業者（以下「特定事業者

等」という。）の中から、事業者クラス分け評価制度により「省エネが停滞している事業者（以下

「Ｂクラス」という。）」に位置づけられた特定事業者等を対象に、「工場等におけるエネルギー

の使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（以下「判断基準」という。）の遵守状況、エネル

ギー消費原単位の悪化要因及び省エネルギーの取組状況等について、特定事業者等の第一種又は

第二種エネルギー管理指定工場等（以下「指定工場等」という。）、本社又は指定工場等を持たな

い特定事業者等を訪問調査し、当該特定事業者等のエネルギーの使用の合理化等に関する理解を

深め、省エネルギーの促進を総合的に図った。 

本事業は資源エネルギー庁からの委託により一般財団法人省エネルギーセンター（以下「セン

ター」という。）が実施した。 

 

１．２ 調査の対象 

事業者クラス分け評価制度に基づき、2019 年度に提出された省エネ法定期報告書でＢクラスに

位置づけられた特定事業者等を対象として、以下の件数の調査を実施した。 

①指定工場等の調査            （130 件） 

②本社の調査               （ 19 件） 

③指定工場等を持たない特定事業者等の調査 （ 95 件） 

  合計                  （244 件） 

 

１．３ 調査期間 

2020 年 10 月 15 日～2021 年 3月 31 日 

 

１．４ 調査結果の概要 

調査結果（調査対象は調査時点における最新年度実績である 2019 年度の実績）の概要は以下

のとおりである。 

 

①工場等に適用される判断基準の遵守状況について評点化した結果は、全事業所の平均で

90.8 点であり、判断基準は概ね遵守されていた。 

②事業場と工場の区分では工場の方が判断基準の遵守状況の評点がやや高かった。また、指定

区分では事業場、工場ともに指定工場等の方が、指定工場等を持たない特定事業者等の事業

所よりも高かった。 
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③判断基準の項目別にみると、事業場では「照明設備、昇降機、動力設備」、工場では「廃熱

の回収利用」が他の項目に比べて比較的遵守されていない状況であった。調査では、遵守が

不十分な項目を指摘し、改善策について情報提供した。 

④原単位を 5 年度間（2015 年度～2019 年度）平均で 1％以上改善した件数は調査した事業所

件数の 20.8％と少なく、1％未満の改善（0％以上 1％未満）を合計しても 30.5％で、全体

の７割が悪化していた。 

⑤原単位の悪化要因は、事業場では多い順に「業務規模の拡大」、「設備の老朽化」及び「利用

者数の増加」、工場では多い順に「生産の減少」、「多消費製品の増加」及び「小ロット多品

種化」であり、昨年度の調査結果（2018 度実績による）とほぼ同様であった。調査では、

原単位の悪化要因を分析し、改善案について情報提供した。 

⑥中長期計画（2020 年度提出）における期待効果が現状の使用量に対して 1％に満たない事業

所が 37.3％あり、これらの事業所においては、全ての計画項目を実行しても、他に改善の

要素がなければ、原単位の 1％以上の改善が見込めないので、計画項目の追加や見直しが必

要である。調査では追加・ 見直し案について情報提供した。 
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第２章 調査対象の選定 

 

２．１ 調査対象の選定方法 

令和元年度に提出された省エネ法定期報告書（平成 30年度（2018 年度）実績）でＢクラスに位

置付けられた特定事業者等からそれぞれ以下の選定基準に基づき、選定された特定事業者等を対

象とした。 

 

２．１．１ 対象事業者の母数の設定 

Ｂクラスの事業者 1,217 件の内、特定事業者の取消しを受けた等、調査対象とはしない事業者

を除外した 922 件を母数とした。除外条件は以下の通りである。 

①あらたに特定事業者の取消し（予定を含む）を受けた事業者 

②平成 30年度及び令和元年度の登録調査機関により適合とされた事業者  

③令和元年度に既に本調査を受け、80点以上であった事業者 

④Ｂクラス事業者対象の無料省エネ診断を受診する事業者 

⑤原単位の悪化要因が以下のようなやむを得ない外的要因によることが明らかな事業者、等 

・ 自然災害により甚大な被害を受けたことが悪化の要因である事業者 

・ 諸事情により大幅な事業変更又は事業所再編を余儀なくされたことが悪化の要因である事

業者、等 

 

２．１．２ 選定に用いた指標 

選定には、令和元年度に提出された定期報告書及び中長期計画書に基づいて算出した以下の指

標を用いた。 

Ａ．判断基準遵守状況の評価点 

判断基準の遵守状況が不十分で改善の余地がある事業者を選出するため、定期報告書におけ

る判断基準の自己評価を評点化した値を指標とした。 

評点化は、特定第 8 表又は指定第 8 表の各項目の自己評価結果を、「実施している」は 2 ポ

イント、「大半で実施している」は 1.5 ポイント、「一部実施している」は 1 ポイント、「実

施していない」は 0 ポイントして集計し、全て実施している場合のポイント合計に対する割合

として 100 点を満点として算出した。 

 

Ｂ．省エネ期待効果 

原単位を改善することによって、大きな省エネ効果が得られるポテンシャルを持つ事業者を

選定するため、省エネ期待効果を算出した結果を指標とした。 

省エネ期待効果は、原単位前年度比の 5年度間平均値（2014 年度～2018 年度）が実績値から

１％以上改善に転じた場合の原油換算エネルギー削減量として、以下の式で算出した。 

省エネ期待効果 kL＝エネルギー使用量 kL×（原単位又は平準化原単位の 5年度間平均原単

位変化％－99％） 

 

Ｃ．中長期計画の削減率 

中長期計画書の改善内容が少なく、改善項目や期待効果を見直す余地がある事業者を選定す

るため、削減率を算出した結果を指標として、以下の式で算出した。 

中長期計画の削減率％＝計画の期待効果 kL÷エネルギー使用量 kL 
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１．１．４ 現地調査日程年間スケジュールの作成及び調査員の選定 

現地調査日程の年間スケジュールを作成の上、変更の都度、資源エネルギー庁省エネルギー・

新エネルギー部省エネルギー課（以下「省エネルギー課」という。）へ送付し、関係官庁の同行者

を確認した。 

現地調査を実施する調査員については、技術調査員 105 名及びセンター職員 10名の合計 115 名

の中から、現地調査 1 件につき、原則として調査員 2 名、エネルギー使用量や設備の種類が少な

い工場については 1 名を選定した。なお、新型コロナ対策により、人数を 1 名に絞った場合もあ

った。 

その結果、244 件の調査に対し、延べ 311 名が調査員として従事した。 

調査先には現地調査の日時、調査員氏名及び同行者氏名を通知するとともに、調査員及び同行

者には事前調査書及び関連書類をあらかじめ送付して事前に内容を確認した上で、現地調査を実

施した。 
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１．２ 現地調査（訪問調査） 

調査対象の 244 件のうち、235 件については、現地を調査員が訪問して調査を実施した。 

また、今年度は新型コロナ対策のため、9件については、ＷＥＢ形式による調査を実施した（Ｗ

ＥＢ調査については１．３項参照）。 

 

１．２．１ 現地調査（訪問調査）の方法 

調査員が調査対象の指定工場等、非指定工場等を訪問し、原則としてエネルギー管理統括者、

エネルギー管理企画推進者、指定工場等の場合はエネルギー管理者（又はエネルギー管理員）及

び実務担当者の応対により、原則として 10時から 17時までの間で実施した。 

現地では、あらかじめ提出を受けた事前調査書等に基づき、現地にて提供された事業者（事業

所）の概要、管理体制、管理標準及び記録シート等を必要に応じて閲覧の上、以下の内容につい

て、表 2.1.3 のスケジュールにて調査した。 

①全般（工場等の概要、主要設備の概要及びエネルギー管理の概要等） 

②専ら事務所又は工場等（専ら事務所に該当するものを除く）に適用される判断基準の遵守状況 

③原単位の改善の努力目標に対する状況、悪化（又は良化）理由、改善策及び取組状況 

④中長期計画の内容及び期待効果（努力目標達成に見合うものか等） 

⑤省エネルギー活動の状況 

⑥省エネ改善策及び原単位管理等に関する情報提供（１．２．３項参照） 

⑦意見交換 

表 2.1.3 現地調査（訪問調査）の進行表（代表例） 

10:00 調査開始（調査趣旨説明、スケジュールの確認等） 

10:05 事業所概要の確認 

10:20 事前調査書の内容確認等（原単位、中長期計画書、省エネ活動等） 

12:00 昼食・ 休憩 

13:00 設備の現場状況確認 

13:40 個票の内容詳細確認（判断基準の遵守状況） 

16:00 調査結果の総括と意見交換 

17:00 調査終了 

 

１．２．２ 原単位の悪化要因とその改善策についての仮説の設定と検証 

調査を効果的に実施するため、原単位の悪化要因とその改善策について、あらかじめ事前調査

書等により仮説をたてておき、現地調査で検証するように努めた。 

 

１．２．３ 省エネ改善策及び原単位管理等に関する情報提供 

調査では、事業者の今後の省エネルギー促進を図るため、省エネ改善策及び原単位管理等に関

する情報提供資料をあらかじめ準備し、訪問時に提出するとともに、これを用いて原単位の悪化

要因及び改善策についての意見交換を行った。準備した資料は以下のとおりである。 

①原単位の改善策について（過去の調査事業の調査報告書からの抜粋） 

②省エネ推進の取組事例 

③原単位のグラフ 
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１．３． ＷＥＢ調査 

今年度は新型コロナ対策のため、事業者がＷＥＢ形式による調査を希望された 9件については、

ＷＥＢ調査を実施した。 

基本的な実施方法は、訪問調査と同様であり、異なる点を以下に、また、スケジュールを表 2.1.4

に示す。 

①Ｚｏｏｍ等のアプリを使用し、センターと調査先の事業者がパソコンを介して対話形式にて

実施した。 

②長時間のパソコン作業を避けるため、原則として 13:00～16:00 で実施した。 

③時間短縮のため、訪問調査の場合には現地で見せていただく、事業者（事業所）の概要、管

理体制、管理標準及び記録シート等は、あらかじめ送付していただき、調査員が事前に確認

したうえで、調査に望んだ。 

④事前に送付していただいた資料は、パソコンに入力しておき、ＷＥＢ調査時にパソコン画面

を共有して双方が確認できるようにした。 

⑤現場見学は、事前に調査員が③の資料及び会社のホームページ等によって事業所の内容を確

認しておくことで省略した。 

 

表 2.1.4 ＷＥＢ調査の進行表（代表例） 

13:00 調査開始（調査趣旨説明、スケジュールの確認等） 

13:10 事前調査書の内容確認等（原単位、中長期計画書、省エネ活動等） 

14:10 個票の内容詳細確認（判断基準の遵守状況） 

15:30 調査結果の総括と意見交換 

16:00 調査終了 

 

１．４ 判断基準の遵守状況の評価 

現地調査の結果から、専ら事務所及び工場等（専ら事務所に該当するものを除く）に適用され

る判断基準についての遵守状況を以下のとおり評点化した。 

１．４．１ 設備ごとの個票による評価 

設備ごとの個票により、エネルギー使用設備に適用する判断基準の項目毎に管理標準の設定状

況と遵守状況を以下の基準により「○」、「△」、「×」で評価した。（図 2.1.1 の①参照） 

（１）設定状況の評価 

当該設備に関係する判断基準の項目が管理標準に反映されているかどうかについて評価 

○：反映されている 

△：一部反映されている 

×：反映されていない 

（２）遵守状況の評価 

管理標準に定められているとおりに実行されているかどうかについて評価 

①「管理又は基準」 

○：管理標準で定められている管理又は基準に基づいて行われている 

△：一部行われている 

×：行われていない 
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２．１．４ 業種別の総合評価点 

総合評価点の業種別の平均点及び点数範囲を、母数が 3 件以上ある業種について平均点が高

い順に表 2.2.3 及び図 2.2.5 に示す。結果は以下のとおりである。 

（１）全体 

①各業種を工場と事業場に区分して全体を俯瞰すると、事業場の各業種の方が工場の各業種よ

りも全般に低かった。この理由は、工場の方が管理標準等の規定が整備され、記載された管

理内容に従って作業を行うことが浸透しているためと考えられる。 

②個別の業種についても、事業場では差が大きく、最も高い業種と最も低い業種との差は、事

業場では 12.6 ポイントあり、工場の 10.4 ポイントより大きかった。事業場は工場に比べて

施設の種類が多く、外部の者も利用する場合があるなど、管理が徹底しにくい場合があるこ

とが背景にあると考えられる。 

③また、総合評価点が高い業種は、値のばらつきを示す変動係数が概ね低く、評価点が低い事

業所がなかったことが、高評価点につながった。これらの業種は従来から操業されており、

施設規模も比較的大きいので、管理標準による操業管理が定着しているものと考えられる。 

 

（２）事業場 

①倉庫業が 94.７点と最も高く、その他の小売業、学校教育が続いた。これらの業種では設備

の種類が比較的少なく、倉庫業では冷蔵冷凍倉庫、その他の小売業と学校では空調と照明が

エネルギー使用の主体であるため、比較的日常管理がルール化されやすいためと考えられ

る。 

②最も低かったのは飲食店で 82.1 点であった。飲食店では、厨房機器等の設備を顧客の注文

に合わせて稼働・ 不稼働を繰り返し、また少人数で管理しているため、省エネ管理まで手が

回りにくい傾向にあった。また、ボイラーを設置している飲食店ではその維持管理が不十分

となることが多く、その結果、変動係数が 0.0837 とばらつきが多い結果となったことも、

総合評価点を下げることとなった。 

③次いで、その他の教育・ 学習支援事業が 87.7 点と低かった。これらは公民館や文化センタ

ー等であり、不特定多数の外部利用者がいるため管理がしにくいといった背景があった。 

④また、娯楽業も 89.4 点と低かった。これらは遊戯関連の施設が多く、③と同様、不特定多

数の利用者があるためと考えられる。 

 

（３）工場 

①飲料・ たばこ・ 飼料製造業が 95.7 点と最も高く、石油製品・ 石炭製品製造業及び電子部品

等製造業が続いた。これらの業種は、従来から同様の設備で操業されている工場が多く、管

理標準による操業管理が定着しているものと考えられる。 

②最も低かったのは印刷・ 同関連業で 85.3 点であった。照明や空調の管理等の管理が他業種

と比較して不十分であった。 

③次いで、生産用機械製造業が 87.8 点と低かった。これらの工場では製品製造に多くの工程

を要し、エネルギー利用方法も、燃焼、蒸気利用、電気加熱及び電動力利用と多様であるた

め、管理不十分な個所が散見された。 

④また、食料品製造業も 88.8 点と低かった。この業種は工場数も多く、その種類も畜産、水

産、調味料、パン・ 菓子及び総菜等多種多様であり、工場規模も大小ある。このため、管理
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２．２ 判断基準の遵守状況（項目別） 

２．２．１ 事業場の判断基準の項目別の遵守状況 

事業場の判断基準の項目別の評価点の平均点を、指定区分別に表 2.2.4 及び図 2.2.6 に示す。 

結果は以下のとおりである。 

（１）全体 

①指定区分別にみると、ほぼ全項目で指定工場等の方が非指定工場等よりも高く、全項目で 90

点以上であった。 

②指定工場等の方が高い理由は、指定工場等は、業務用ビル、病院及び研究所等の大規模施設

が多く、エネルギー管理員を中心とする管理が比較的出来ており、また、管理会社と契約し

て日常運転管理を実施してことも多いのに対し、非指定工場等の多くは、営業所、店舗等の

小規模施設であって従事者も少ないため、管理標準を整備して管理するところまで手が回ら

ないことが多いためである。 

 

（２）指定工場等 

①指定工場等では、「(7)業務用機器」が 90.7 点で最も低かった。業務用機器は、医療機器、実

験装置、厨房機器及びその他の多様な機器を含んでおり、これらは医療、研究及び外食提供

等の業務の遂行が最優先される傾向が強いので、省エネ管理まで意識が及ばない場合がある

ためである。 

 業務用機器の省エネを進める方策は、それを使用する部門における省エネの重要性の理解や

機器管理のルール化がまず必要との認識が、調査した多くの事業場で示された。したがって、

省エネ意識を事業所内で共有することがまず重要である。 

 

②次いで、「(3)照明設備、昇降機、動力設備」が 92.4 点と低かった。その理由はほぼ、照度の

管理がなされていないことによる。照度の設定はあっても、計測・ 記録が不十分であり、実

際の照度が把握されていない場合も多かった。 

 不要時の消灯などは多くの事業場で実施されていたが、JIS の照度基準等を考慮した管理に

までは意識が及んでいないものと考えられる。 

 

③また、「(2)ボイラー設備、給湯設備」も 93.0 点と低かった。空気比の管理標準が未設定の場

合や、管理標準が設定されていても、実測値が設定値を超えたまま処置されていない場合が

散見された。その理由は、保守点検を実施する委託事業者任せで無関心、管理値の認識が不

十分又は老朽化等のため空気比の調整が困難等である。 

 ボイラー設備は保守管理を保守メーカー等の外部業者に委託している場合が多く、保守点検

は実施されているが、管理の主体が外部業者任せとなって、管理する意識が薄くなっている

傾向がある。 

 

（３）非指定工場等 

①指定工場等と最も差があったのは、「(3)照明設備、昇降機、動力設備」の 79.7 点で、12.7 ポ

イント低かった。この理由は非指定工場では、照度の管理がほとんど実施されていなかった

ためである。従事者は照明の管理は不要時消灯で十分と考え、また、判断基準の内容をよく

知る者がいないために照度管理が規定されていることを知らないことも多かった。 
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２．２．２ 工場の判断基準の項目別の遵守状況 

工場の判断基準の項目別の評価点の平均点を、指定区分別に表 2.2.5 及び図 2.2.7 に示す。 

結果は以下のとおりである。 

（１）全体 

①指定区分別にみると、ほぼ全項目で指定工場等の方が非指定工場等よりも高かった。 

②指定工場等の方が高い理由は、エネルギー管理者又は管理員を中心としたエネルギー管理が

実行されているためである。また、非指定工場等に比べて設備数も多いが、人員も多く、管

理部門、現業部門、設備管理部門等に専門知識を持った担当者を配置できることも背景にあ

ると考えられる。 

③全体として最も低い項目は、「(3)廃熱の回収利用」で指定工場等が 79.4 点、非指定工場等が

80.6 点であった。この理由は、工場では製品側の管理に主眼が置かれているために、廃ガス

や蒸気ドレン等の付帯項目の管理にまで意識が及んでいないためである。また、不十分な例

は、廃熱回収設備が付帯していることが多いボイラーよりも、工業炉の方が多かった。工業

炉は構造が業種や工程により多様であって、設置コスト、設置スペース又は廃ガスの性状等

の制約で廃熱回収設備を設置していない場合もあり、廃熱回収の視点がやや不足しているた

めと思われる。 

 また、蒸気ドレン等の廃熱の回収利用の範囲が未検討で、設定されていない場合も散見され

た。蒸気ドレンからの熱回収は、加熱設備の予熱等に利用できる場合があるので、設備投資

の採算性も含めて検討する余地がある。 

 

（２）指定工場等 

①指定工場等では、上記の「(3)廃熱の回収利用」に次いで、「(6-2)照明・ 昇降機等」が 85.3 点

と低かった。この理由は、事業場と同様に、照度管理が実施されていない場合が多かったた

めである。 

②次いで、「(2-2)空調・ 給湯設備」が 88.7 点と低かった。一般の工場では空調環境は重要視さ

れないことも多く、こまめな管理ができないことが背景にあると考えられる。 

 一方、クリーンルーム等が設置されている場合には、温度及び湿度等の項目を細かく管理さ

れていることが多かったが、この場合は製品の品質優先で空調管理を行い、省エネの余地が

少ないとの事情もある。 

③また、「(5-1)放射・ 伝導等による熱損失防止」も 88.8 点と低かった。具体的には、炉壁の温

度の計測・ 記録、配管等の断熱保温の保守点検及びスチームトラップの保守点検の項目であ

る。これらの項目の管理が不十分となる理由は、上記の「(3)廃熱の回収利用」と同様に、加

熱設備の管理の観点が製品側中心で、断熱部分の熱損失防止管理にまで及んでいないためと

考えられる。 

 

（３）非指定工場等 

①指定工場等と最も差があったのは、「(2-2)空調・ 給湯設備」で 7.2 ポイント低かった。この

理由は、非指定工場では人員に余裕がなく、製造工程の管理が優先されて、空調管理が手薄

になるためと思われる。なお、厳しい空調管理が要求されるクリーンルームは非指定工場等

ではほとんどみられなかった。 

②次いで、「(6-2)照明・ 昇降機等」が 6.7 ポイント低かった。非指定工場では照度の管理を実

施していることはほとんどなかったので、低い結果となっていた。また、判断基準の内容を
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②関係者の省エネ意識の共有化 

・ 業務用ビル、商業施設及び病院等の施設では、オーナー、管理者、テナント及び一般利用

者等が省エネについて共通意識を持つことが重要であるので、連絡会の設置や共通の管理

標準の整備等により、省エネに対する意識と方法を共有化する。 

 

（３－２）工場の場合 

生産量の減少、製品構成の変化及び小ロット多品種化等の外的要因に対する改善策を以下に示

す。 

①固定的なエネルギーの分析と削減 

・ 生産量の減少により原単位が悪化している場合には、固定的なエネルギー使用の影響が大

きいので、固定エネルギーの現状を把握し、その削減に努める。 

・ 固定的なエネルギーには、施設全体で使用する空気調和設備、照明設備や工場のユーティ

リティー設備（ボイラー、空気圧縮機）等が該当し、具体的な改善策は事業場の場合と同

様に、上記の（１）～（２）項で示した、設備等の判断基準の遵守や老朽化設備の更新が

有効である。 

 

②製品構成の変化の対策 

・ 製品又は工程の違いによるエネルギーの使用状況の特徴を把握することが重要であり、そ

の分析結果によって、改善策を検討する。 

・ なお、製品構成の変化が原単位に与える影響が大きい場合には、後述のように原単位の分

母が適切かどうかを検討することも考えられる。 

 

③小ロット多品種化の対策 

・ 品種の入れ替え時の生産に寄与しないエネルギー消費の増加や稼働効率の低下等の悪化要

因が考えられるので、これらについて分析し、上流工程待ちの短縮や工程の集約化を図

る。 

・ 生産計画の段階でロットの集約ができれば効果的であるので、関連する部門が協力して生

産計画を策定している事例もあった。 

 

（４）原単位の運用管理の見直しによる改善策 

①原単位の推移の詳細な分析と改善テーマの検討 

・ 単なる推移確認だけではなく、固定的なエネルギーの寄与、設備や工程ごとのエネルギー

使用状況、定常的又は突発的な悪化（良化）要因の分析等を実施することによって、今後

の省エネ対策のテーマの発掘と検討を行う。 

 

②原単位の算定方法の見直し 

・ 現在の原単位の分母に用いている項目が適切ではないために、原単位がエネルギー使用状

況を適切に表せていないと考えられる場合が、調査では散見された。例として、省エネ対

策を実施しているにもかかわらず、市場ニーズ対応でエネルギー多消費型の製品の割合が

大きく増加したため、生産量単純合計を分母として算定している原単位が悪化している場

合等があった。この場合、エネルギー使用量に相当する重み付け係数による換算生産量に

分母を見直す等の対応が考えられる。 
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・ ただし、分母の見直しは、原単位改善の解決策ではなく、適切に省エネ推進状況を評価す

るための手段であるので注意が必要である。 

 

（５）工場等の管理標準の整備及び活用による改善策 

①管理標準の現場で活用されるマニュアル体系化 

・ 調査では、管理標準は作成されていても管理部門での運用に留まり、実際に操業している

現場では別の作業手順書を使用しているため、現場では省エネの観点が薄くなっている事

例が見られた。そこで、これらの規定類の関連付けを明確にして体系化することによっ

て、省エネを意識した操業管理を行うことで省エネを図ることが出来る。 

②管理標準の管理値等の見直し 

・ 調査では、管理標準が長期間見直されていないこともあった。また、管理内容があいまい

で管理値の上限・ 下限等が設定されていない場合や、管理幅が広すぎて実際には役立って

いない場合もあった。そこで、必要な管理値を設定し、定期的又は必要時に見直すこと

が、継続的に省エネを図っていくためには重要である。 

 

（６）事業者全体の取り組みによる改善策 

①取組方針・ 目標の設定、遵守及び評価を実施するための取り組み 

・ 取組方針を、例えば「原単位を年間 1％削減」と設定していても、それを実行するための

具体的な目標や方法が設定されてないために、省エネが進んでいない事例もあった。 

・ 省エネの成果を上げている例として、事業者の取組方針を受けて工場等の目標を設定し、

更に各部門の個別目標に展開して、担当者、スケジュール及び評価方法を決めて実行する

システムを回すことによって、持続的な省エネ改善を実行している事例があった。このよ

うに、取組方針を実現するための具体的な方策を決めることが重要である。 

②中長期計画に設定した高効率化設備への更新や業務効率化等の省エネ対策の確実な実行 

・ 計画された省エネ対策を、具体的な実施計画を立てて、実行に移すことが重要である。経

営状況などによって、投資案件が先延ばしされることもあるが、実施計画を立てていれ

ば、時機を見てすぐに復活させることが出来る。 
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２．８ 工場等における省エネ推進の状況 

現地調査を実施した事業所の省エネ推進の状況について、管理体制及び改善活動状況等を調

べ、原単位改善との関連を分析した。 

２．８．１ 省エネ推進の状況 

省エネ推進の状況を表 2.2.12 及び図 2.2.25 に示す。結果は以下のとおりである。 

（１）全体 

①全体の 90％以上の事業所で、「ａ」項の取組方針・ 目標が設定され、「ｂ」項の推進体制を

整備して、「ｃ」項で取組方針・ 目標の遵守状況を確認していた。しかし、活動の内容は事

業所によって差があり、取組方針が「原単位の年 1％削減」といった大きな目標のみの場合

から、各部門で個別目標、担当者、実施方法及びスケジュール等を具体的に設定して遵守し

ている場合まで多様であった。 

②事業場と工場を比較すると、上記の取組方針管理以外の「ｄ」から「ｊ」の具体的な活動項

目については、全項目で、事業場の方が各項目とも低かった。特に「ｄ」項の現場の小集団

活動や、「ｅ」項の評価・ 表彰制度等で差があった。 

 この理由は、工場では、一般に管理部門と現業部門があり、現業部門の作業者の改善活動が

省エネ、設備管理、生産管理の向上につながる重要な活動であると事業者が認識しているこ

とが多いためである。 

③事業場と工場ともに、「ｇ」項の教育、「ｈ」項の推進の体制や方法の精査、「ｉ」項の管理

標準の見直しが比較的低かった。①で示したように、取組方針の設定や体制の整備はできて

いても、その随時見直しや実務者の教育が不足し、エネルギー活動がやや形骸化している事

業所が多いことも示唆される。その背景として、調査においても人手不足（募集しても応募

がない）や業務多忙等の理由で活動が停滞しているとの意見や、エネルギー管理者又はエネ

ルギー管理員が孤軍奮闘しているとの実態があった。 

 

（２）事業場 

①他の項目に比べて「ｄ」項の現場の小集団活動が特に低かった。事業場では生産設備がない

ので、活動を実施する現業部門がないことが主要因である。しかし、事務部門であっても、

部課ごとに改善活動を行うことは可能であるので、職場の省エネ意識の向上をはかるために

も、実施することが望ましい。 

②「ｅ」の評価・ 表彰制度についても低かった。工場ではこの制度を従業員個人個人の省エネ

への取組のための意識付けに活用して効果をあげている場合がある。調査では「各人の省エ

ネ意識が低い」と事業者から伺うこともあるが、意識を上げるための方策を講じることも必

要である。 

 

（３）工場 

①最も低かったのは、「ｉ」の管理標準の随時見直しであった。作成後、一度も改訂していな

いこともあった。形式的な管理標準文書作りに終わっている場合も多いと考えられる。一旦

設定した管理値を随時見直しして厳しくすることによって省エネが進むので、計測・ 記録の

データを確認して、余裕がある場合は管理値等を見直すことが望ましい。 

②次いで、「ｇ」の研修・ ＯＪＴ等の教育が低かった。調査では、人手不足で教育する余裕が

ないとの声も聞かれた。しかしながら、工場ではベテランから若手への交代も進んでおり、

技術の伝承のためにも教育が重要であることは明らかである。外部講習等も活用して教育を
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２．２ 意見・ 要望の内容 

意見・ 要望の具体的な内容については以下のとおりである。 

（１）Ｂクラス脱却方針表明 

調査に出席されたエネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者（員）

の方から、Ｂクラスの脱却方針が表明された。 

主な内容は以下のとおりである。 

①中長期計画の改善項目を確実に実行していく。 

②老朽化設備等の高効率設備への更新を進める。 

③生産効率化を進めることで、原単位を改善する。 

④工場調査を契機に現状把握と原単位の悪化要因分析を行い、改善策を検討していく。 

⑤工場調査を契機に管理標準を整備し、運用改善に努める。 

 

（２）省エネ診断・ 情報提供に関する意見・ 要望 

省エネ推進のための技術者がおらず、省エネ診断等の外部からの補助を望む意見や、情報提

供を要望する声があった。調査では、無料省エネ診断やホームページ上の情報提供を紹介した。 

主な意見・ 要望は以下のとおりである。 

①技術者がいないので、省エネ診断を希望する。 

②同業他社の原単位の算定方法を教えて欲しい。 

③同業他社の改善事例を教えてほしい。 

④地方でも省エネ講習会を実施してほしい。 

 

（３）省エネ行政に関する意見・ 要望 

Ｂクラスに指定されたことに関して、原単位やベンチマーク等の一律の数値基準だけでなく、

省エネ努力の評価や業種による特殊事情等を考慮してほしいとの意見が多かった。 

また、国内需要が停滞もしくは減少している状況で、生産量の増加は今後見込みにくいので、

原単位を毎年改善していくのは困難となっているとの意見もあった。 

主な意見・ 要望は以下のとおりである。 

①クラス分け評価制度は、原単位やベンチマーク等の一律の数値基準だけでなく、省エネ努

力の評価等も考慮してほしい。 

②国内需要が停滞もしくは減少している状況で、生産量の増加は今後見込みにくい。したが

って、原単位の継続的な改善よりも、エネルギー使用量そのものの削減を指標とすべきで

はないか。 

③公共的な施設でエネルギーを使用しているので、事業者独自での省エネは困難であること

を考慮してほしい。 

④環境対策や法的規制の強化等の事業者が調整できない外的要因により原単位の悪化を余儀

なくされている。原単位の評価ではその実情を考慮して欲しい。 

⑤中長期目標としての年平均原単位 1％の改善目標を継続することは、年を追うごとに困難

になり非常に厳しい状況になって来ている。政策的に緩和して欲しい。 

⑥再生可能エネルギーを使用している点に関して、優遇措置をお願いしたい。 

⑦省エネ法以外にも他の省庁や自治体に同様の報告書の提出があるので、一本化出来ないか。 

⑧定期報告書の記入方法が複雑でわかりにくく、間違いやすいので、簡略化してほしい。 

 



69 

（４）判断基準に関する意見・ 要望 

「判断基準の内容の解釈が難しい」との意見が大半であった。 

主な意見・ 要望は以下のとおりである。 

①判断基準の内容が難解でわかりにくい。 

②実際の設備にどの項目を適用させるのかわかりにくい。 

③技術者がいないので、事務職員にもわかるようにして欲しい。 

 

（５）省エネ補助金に関する意見・ 要望 

事業者が進める省エネ対策には費用面で限界があるので、国の補助金制度により支援して欲

しいとの意見が多くあった。 

また、補助金を活用した省エネ投資は原単位改善に極めて効果的なものだと広く認識されて

おり、応募要件の緩和等の具体的な内容が多かった。主なものは以下のとおりである。 

①補助金の対象設備を拡大してほしい。 

②募集枠について、みなし大企業でも利用出来るチャンスを増やして欲しい。 

③設備改造には複数年係ることが多いので、1 年以内に完結する案件だけでなく複数年の案

件も対象にしてほしい。（本件については複数年にまたがる案件も該当する補助金があるこ

とを紹介した。） 

 

 

以上 


